
令和2年3月　三豊市令和2年3月　三豊市

三豊市
就学前教育・保育
総合計画

三豊市
就学前教育・保育
総合計画

三豊市
就学前教育・保育
総合計画

三豊市
就学前教育・保育
総合計画

概要版



0

50

100

150

200

250

300

豊
中
幼

高
瀬
中
央
保

三
野
保

山
本
保

詫
間
保

高
瀬
南
部
保

松
崎
保

詫
間
幼

豊
中
保

上
高
瀬
幼

平
石
幼

須
田
保

仁
尾
保

め
み
か
保

財
田
幼

比
地
二
幼

勝
間
幼

吉
津
幼

下
高
瀬
幼

財
田
保

大
見
幼

大
野
幼

辻
幼

ひ
ま
わ
り

麻
幼

松
崎
幼

二
ノ
宮
幼

お
ひ
さ
ま
ラ
ン
ド

つ
ぼ
み

河
内
幼

曽
保
幼

大
浜
幼

（人）

三豊市の現況

はじめに
（1）策定の目的

本市で育つ子どもたちが、就学前の時期に、最善の教育・保育を受けられるよう、本市
の就学前教育・保育の基本方針と、施設の規模と配置のあり方、教育・保育の質の向上等
の方策、人材の育成・確保の方策を定めます。

（2）計画の期間
令和 2（2020）年度から令和 11（2029）年度までの 10 年間とし、令和 6（2024）

年度に中間見直しを行います。

令和 2 年 3 月現在、三豊市には 18 か所の幼稚園、16 か所の保育施設があります。
幼稚園はすべて、保育施設も 16 か所のうち 10 か所を市で設置しています。
小規模定員を前提とした施設もありますが、少子化の影響もあり、施設別の利用者数に

は大きな差がみられる状況です。

令和 2 年 3 月現在の本市の幼稚園・保育施設の状況

区域名 公立幼稚園 公立保育所 民間保育施設
（認可保育施設・企業主導型保育施設）

高　瀬 5施設 2施設（うち公設民営1施設） 1施設（小規模保育施設）
山　本 4施設 1施設 1施設（企業主導型保育施設）
三　野 3施設 1施設 1施設（小規模保育施設）
豊　中 1施設 1施設 3施設（保育所、小規模保育施設、企業主導型保育施設）
詫　間 2施設 3施設（うち公設民営1施設）
仁　尾 2施設 1施設
財　田 1施設 1施設
合　計 18施設 10施設 6施設

平成 30 年度の各幼稚園・保育施設の利用者数
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本市では、全国的な動向と同様に、幼稚園の児童数が過去 10 年間で 3 割以上減少する
一方、保育施設の児童数は 5 割近く増加しています。また、全児童に対する保育施設の
入所者の構成比が令和元年度には 45％まで上昇し、どこにも通園（通所）していない子
どもの割合が大きく低下しています。

本市の 0 ～ 5 歳児の利用施設等の内訳

公立幼稚園や公立保育所、民間保育施設は、制度の歴史的な経過や施設の立地、運営主
体の方針などから、保育年齢（学齢）、保育時間、通園・通所区域等の状況に違いがあり
ます。

合併後、本市では、可能な限り、差が生じないよう、制度の充実・同一化に努めてきま
したが、現在もいくつかの点で相違があり、その解消が求められます。

また、建築から長期間を経過した建物も多く、耐震診断および耐震補強工事を実施して
いますが、安全な教育・保育環境を確保するために、老朽化が進む施設の必要な改修や更
新を行っていく必要があります。

保育年齢・保育時間・通園区域等の現況
公立幼稚園 公立保育所 民間保育施設

保育年齢
（学齢） 3～5歳児

8か月～5歳児
　　※一部異なるところ

豊中保育所：8か月～2歳児
須田保育所：1～5歳児
財田保育所：8か月～3歳児

小規模保育施設以外：
3か月～5歳児

小規模保育施設：
2・3か月～2歳児

保育時間

7:30～14:00
（預かり保育により18:00まで。 
ただし18園中6園で3歳児の預か
り保育未実施）

保育標準時間認定
7:30～18:30

保育短時間認定
8:30～16:30

公立保育所と同じ
（一部施設で7:00～19:00の 
延長保育）

土曜保育 なし
7:30～12:30

（高瀬南部保育所・松崎保育所は
18:30まで）

7:30～18:30

通園・
通所区域

原則小学校区
（ただし豊中区域は5小学校区で
1園）

制限なし 制限なし

給食

あり
（給食センターまたは小学校調理
場で調理。ただし財田幼稚園のみ
施設内調理）

施設内調理 施設内調理
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（1）子ども自身にとって最善の教育・保育を推進する
教育・保育施策を決定するのは

大人ですが、大人が良いと考える
施策が子ども自身にとって最善で
あるとは限りません。

例えば、保護者のニーズに沿っ
て、延長保育や低年齢児保育など、
保護者の就労と子育ての両立のた
めの制度を拡充することにより、
家庭で親子が向き合い、健全な親
子関係を構築するための時間は
減ってしまいます。

乳幼児期は、人間の一生のうち
で心身共に最もめざましく発達し、
人間形成の基礎を培う大事な時期
であり、就学前教育・保育施設は、子ども自身の視点を尊重しながら、その子にとって、
最もふさわしい時期に、ふさわしい形で、いわば「子ども尊重」で教育・保育を推進して
いくことに努めます。

（2）“ななつのたから ”の理念を継承・発展させていく
“ ななつのたから ” は、三豊保育研究会・三豊市幼稚園研究会が、平成 25 年に、7 町

のたからである豊かな自然環境、継承されてきた伝統文化、温かい地域人材等を取り入れ、
保育することによって、子どもたちの心身を耕し、豊かに育み、たくましく未来に向かっ
て羽ばたく姿を描いたものです。

策定に携わった公立幼稚園、公立保育所、子育て支援センターの職員は、日々の教育・
保育活動の中で、絶えず読みかえし、理念の共有を図ってきました。

この間、市内には、民間の保育施設が
あいついで設立されていますが、“ ななつ
のたから ” の理念を共有し、ともに三豊市
の教育・保育の充実に協力したいという
声が上がっており、公立・民間の垣根を
なくした研修・研究の機会を拡充するな
ど、三豊市全体での施設間の連携を強化
し、“ ななつのたから ” に象徴される本市
の教育・保育理念の継承・発展を図って
いきます。

地 域

子ども

親（家庭）

親族・友だち・
近所の人々

地 域

地 域

幼稚園・
保育所等

企業・事業所
保健・医療
など

●地域ぐるみで子どもを
育てる

●子育て家庭を孤立させ
ず、適切な支援を行う

保護者の価値観を押し
つけず、子どもと向き
合い、信頼関係を築く

安全な環境で、健やかに、
のびのびと育て、子どもの
様々な力や意欲を引き出す

「子ども尊重」での教育・保育の推進のイメージ

三豊子育ての道しるべ “ ななつのたから ”

基本方針3
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（3）0歳児から中学校までの学び・育ちをつなげる
本市では、0 歳児から身近な地域で保育を受けられる体制を整備し、小学校と密接に連

携を取りながら、0 歳児からの保育が、3 歳児からの教育・保育、小中学校の教育へとつ
ながる一貫した教育・保育をめざします。

特に、本市は、合併前から旧 7 町それぞれ公立幼稚園を設置し、幼児教育に力を入れ
てきました。こうした歴史を踏まえ、今後も施設区分、官民問わず、いずれの就学前教育・
保育施設においても、充実した幼児教育が受けられる体制づくりを推進するとともに、そ
の効果的な推進のため、認定こども園制度の活用も検討していきます。

また、乳幼児期から中学生にかけての教育の一貫性を確保するため、一人ひとりの個性
を認め、特別支援の必要性を把握し、加配職員の配置等必要な支援を進めるなど、施設間
の連携を深めていきます。

0 歳児から中学校までの一貫教育・保育

（4）『子育てするなら三豊が一番』を貫く
本市では、『子育てするなら三豊が一番』を合言

葉に、子育て支援の充実に努めてきました。
そのためには、教育・保育を担う人材の育成・確

保による組織の強化が最も重要であると考えられま
す。

人材の育成・確保にあたって、教育・保育の公益
的役割を重視し、公立施設を中心に組織強化に努め
る一方で、市民の利便性をより高めるため、民間事
業者の教育・保育施設運営への参入も促進していき
ます。

園（所）・学校を支える
地域コミュニティ

0歳児
からの
保育

3歳以上
児の

教育・保育

小学校
教育

中学校
教育

★ 施設間連携の推進
★ 職員連携の強化
★ チーム教育・保育への取組み
★ きめ細かな個別支援の実施
★ スタートカリキュラムの編成・工夫
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● 3 ～ 5 歳児の幼児教育を 7 区域で格差なく受け続けられる配置に
● 0 ～ 2 歳児に身近な地域で手厚い保育が行われる配置に
● 0 ～ 5 歳児は可能な限り同一または並立施設で
● 小学校に上がる際の連続性が保たれる配置に
● 理念を共有できる民間事業者と協働で教育・保育を推進
● 仁尾区域、財田区域で、幼保連携型認定こども園を配置
● 幼稚園の統合と認定こども園化を推進
● 詫間区域の施設のあり方を検討

施設の規模と配置のあり方4

● 0 歳児は 1 部屋 10 人以下
● 1 歳児は 1 部屋 15 人以下
● 2 歳児は 1 部屋 20 人以下
● 3 歳児は 1 クラス 5 人以上 20 人以内

● 4 ～ 5 歳児は 1 クラス 5 人以上 30 人以内
●  1 施設あたりの適正規模に近付けるような

取組みを推進

（1）適正と考えられる規模の想定

前提条件
集団・クラス編成の規模については、少人数の方がゆったり落ち着いた気持ちで過ごせ

る、多人数では、集団の中でコミュニケーション能力がより育まれるなど、それぞれの特
徴を考慮したうえで、子どもにとって最適・最善な状態を考える必要があります。

適正と考えられる規模
子どもが集団生活の中で学び、育っていくうえで適正と考えられる 1 クラス（1 部屋）

あたりの子どもの人数をもとに、以下のように定めます。
なお、これは、市が望ましいとする考え方を示したものであり、各施設で個別事情に応

じ、入園（所）者を受け入れることを阻害しないものとします。

就学前教育・保育施設の適正規模

（2）配置のあり方

前提条件
本市には、規模や機能が様々な就学前教育・保育施設が 30 か所以上立地し、歴史的な

経緯から 7 区域や小学校区を基本的な単位として、教育・保育が行われています。

配置のあり方
3 ～ 5 歳児の幼児教育を、7 区域で格差なく高い水準で受け続けられることと、0 ～ 2 歳

児に身近な地域で手厚い保育が行われることを最優先し、以下のあり方をめざしていきます。

就学前教育・保育施設の配置のあり方
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教育・保育の質の向上等の方策5
（1）地域ぐるみの施設運営の推進
前提条件
本市の幼稚園・保育施設では様々な形で保護者や地域住民が関わっています。同時に、

豊かな自然環境、各地域の特性を生かした園外（所外）保育を行っています。
推進方策
子どもを中心に、保護者、地域の人々、就学前教育・保育施設が支えあい、ともに育ち、

学んでいく「地域ぐるみの子育て」を進めます。就学前教育・保育施設は、日々の教育・
保育活動や行事を通して、これまで以上に地域住民との積極的な交流を進めるとともに、
地域食材を活用した給食の提供などによる食育の推進、多世代交流の促進、保護者参加の
機会づくりに努めます。

（2）特に配慮が必要な子どもへの支援の強化
前提条件
障がいや発育・発達が気になる就学前児童が、適切な療育・発達支援を受け、健やかな

発育・発達、心身機能の向上を図れる環境の充実が求められます。
また、外国人の子どもなど、様々な家庭環境の子どもも増えており、質の高い就学前教

育・保育を等しく受けられる環境を整備する必要性が高まっています。
推進方策
保護者の希望により、地域の身近な就学前教育・保育施設で配慮が必要な子どもを受け

入れ、一人ひとりの状況に沿ったきめ細かな教育・保育を推進します。

（3）子育て支援サービスの充実
前提条件
本市は旧 7 町で培われてきた就学前教育・保育制度の良さを尊重しつつ、子育て支援サー

ビスの充実に努めてきましたが、施設や区域間で子育てサービスの格差が依然存在しています。
推進方策
令和 2 年度から施設ごとに保育サービスの拡充を図ることにより、区域間における格

差解消を目指します。同時に、民間活力の活用や可能な区域から幼稚園・保育所の認定こ
ども園化を進めます。

（4）食育の推進
前提条件
本市の就学前教育・保育施設では、各園（所）で創意・工夫しながら、多様な食育が行

われており、これまでの食育の取組みを一層継承・発展させていくことが求められます。

推進方策
家庭、就学前教育・保育施設、農家・漁家や食品製造・販売事業者、地域住民や関係機

関が連携して地域ぐるみで食育を推進し、食を通じて子どもたちの心と体をたくましく育
てていきます。
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人材の育成・確保の方策6
就学前教育・保育は、幼稚園教諭、保育士をはじめ、保育補助、調理、養護、看護、事

務・用務など、様々な職種の職員が組織で働くことによって成り立っています。人材の育
成・確保の方策を以下の通り定めます。

（1）計画的な職員の採用・育成と処遇改善の推進

前提条件
就学前教育・保育の職に就くためには幼稚園教諭や保育士などの資格が必要ですが、人

材不足解消が国家的課題となり、処遇改善加算制度が年々拡充され、人材確保につながっ
ています。

就学前教育・保育の職場では、家庭と仕事の両立を図るため、臨時・非正規などの就労
形態も多くなっていますが、正規職員と処遇面で差があることから、様々な就労形態で末
永く働き続けることができるよう、給与や待遇面での改善が求められています。

推進方策
公立の就学前教育・保育施設での職員の計画的な採用、育成に努めるとともに、民間保

育施設については、職員のキャリアアップを促進し、計画的な育成・確保を働きかけてい
きます。

公立・民間ともに、国が進める「働き方改革」の流れの中で、職務・役割と賃金との関
係が明確なキャリアパスの形成を図っていきます。

（2）公立・民間の協働による研修・研究の推進

前提条件
本市では、平成 22 年度から、保育所職員の研修を目的とした「三豊市就学前教育・保

育推進研修事業」を開始し、平成 24 年度からは幼稚園教諭も加わり、現在まで継続され
ています。

推進方策
これまでの取り組みを継承・発展させ、公立・民間の垣根を越えた就学前教育・保育施

設職員の研修・研究を推進・充実するなど、官民連携の上、教育・保育の質の向上のため
の体制を強化していきます。


